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５月２０日（水）～２２日（金）に希望者の色覚検査を実施します。日程が近づきましたら、

お子様に詳細についてのお便りを配付しますのでご覧ください。結果は個別にお渡しします。 

下記の病気は学校感染症とされているため、出席停止の扱いとなり、欠席にはなりません。医療

機関から下記の診断を受けた場合は、学校にお知らせください。川崎市立学校では以下の感染症に

かかり、治って登校する際には医師が記入する「登校許可書」（有料）のご提出をお願いしています。 

また、出席停止の期間はそれぞれ異なりますので、必ず医師の指示に従ってください。 

 

感染症について 

・水痘（水ぼうそう）  ・百日咳  ・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）  ・結核 

・咽頭結膜熱（プール熱）  ・麻しん（はしか）  ・風しん  ・流行性角結膜炎（はやり目） 

・急性出血結膜炎  ・インフルエンザ ・コロナウイルス感染症            など 

※インフルエンザ、コロナウイルス感染症の登校許可書は必要ありません。 

※溶連菌感染症、伝染性紅斑（りんご病）、マイコプラズマ肺炎等のその他の感染症は、「登校許可書」

がある場合は出席停止の扱いになります。登校については医師の指示に従ってください。 
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